
下水道整備済区域の取付ますの公費設置について

●公費設置の条件

１．建物の用途が次のいずれかに該当すること。

＠＠・申込者の自己居住用の住宅

＠＠・延べ床面積の２分の１以上が申込者の自己居住用である店舗兼住宅等

２．建物の敷地が次のいずれかに該当すること。

＠＠・供用開始時から取付ますが無い敷地

＠＠・分筆された敷地

３．建物及び敷地が次の全てに該当すること。

＠＠・宅地造成に係らない建物及び敷地

＠＠・開発行為に係らない建物及び敷地

（申込者の自己居住用の宅地造成及び開発行為については除く）

●公費設置申込時の必要書類

Ａ．登記簿謄本の土地所有者と申込書記載の土地所有者が同一人物である

＠＠・取付ます設置位置申込書

＠＠・建築確認申請の写し

＠＠・登記簿謄本の写し

Ｂ．登記簿謄本の土地所有者と申込書記載の土地所有者が別人である

＠＠・取付ます設置位置申込書

＠＠・建築確認申請の写し

＠＠・登記簿謄本の写し

・売買契約書の写し

※ 店舗兼住宅の場合は、延べ床面積の割合を確認できる書類が必要

※ 分筆及び所有権移転がなされた敷地の場合は、設置場所等を確認するため、公

図が必要

●注意事項

取付ますを公費設置する場合は、書類の審査後から設置するまで３か月程度かか

ります。

（問合せ先）

玉野市下水道課 業務係

TEL:(0863)32-2777

FAX:(0863)32-2776


